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司会：それでは定刻となりましたので、これより「令和７年度 第２回 静岡市障害者自立支
援協議会」を開会させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。なお、小林委
員、池谷委員におかれましては、所要のためご欠席のご連絡を頂戴しております。よろしく
お願いします。 

続きまして、静岡市 保健福祉長寿局次長 兼 健康福祉部長の松下より、皆様へご挨拶申し
上げます。 

静岡市保健福祉長寿局次長（松下）：静岡市保健福祉長寿局次長の松下でございます。令和
７年度 第２回 静岡市障害者自立支援協議会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げま
す。委員の皆さまにおかれましては、ご多忙の中、本日の協議会にご出席いただきまして誠
にありがとうございます。また、静岡市障がい者施策の推進にご理解、ご協力を賜り、重ね
てお礼申し上げます。 

本協議会は、障がいのある方の地域での自立した生活を支援するため、地域の実情から導き
出される課題について関係機関が共有し、その解決に向けて行政や関係機関が協力していく
ための意見をいただく場でございます。 

昨年７月に開催しました１回目の協議会では、静岡市障がい者共生のまちづくり計画の令和
６年度の進捗状況について、地域移行支援の課題、相談支援専門員の質と数、また、参考資
料にもありましたが、各区において抽出いただいた地域課題について、その解決に向けたこ
の 1年間の取り組み状況を報告いただきます。 

委員の皆さまには、それぞれの専門的な見地と障がい福祉分野の第一線で活躍されている現
場の声という二つの観点から、ご意見をいただけますと幸いです。 

最後になりますが、本市の障がい者福祉のますますの増進と、委員の皆さまのご健勝をお祈
り申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。皆さま、本日はよろしくお願いいたしま
す。 

司会：では議事に入ります前に、ここで会議の成立についてご報告をさせていただきます。
協議会の開催にあたりましては、静岡市障害者自立支援協議会設置要綱 第６条第２項の規
定により、委員の半数以上の出席が必要となっております。本日の出席委員は定数 15名の
うち、13名で、過半数を超えておりますので、会議は成立しておりますことをご報告いた
します。それでは、これより先の議事につきましては、協議会設置要綱第５条第４項に基づ
き、会長に議長として進行をお願いしたいと思います。鈴木会長よろしくお願いいたしま
す。 

鈴木会長：それでは皆さんよろしくお願いいたします。議事に入ります前に、本日の会議の
公開についてお諮りいたします。本日の会議について、事前に２名の傍聴の希望がありまし
た。本日の議題については非公開とする内容ではありませんので、傍聴を認めることといた
しますが、よろしいでしょうか。 

鈴木会長：それでは、順番に説明をお願いします。 

 

（権利擁護・虐待防止部会 佐野部会長から報告） 

 

（地域生活・移行支援部 中村部会長から報告） 

 

（相談支援部会 杉山部会長から報告） 



 

（こども部会 飯塚会長から説明） 

 

鈴木会長：ではご報告いただきました内容について、委員の皆様からご意見ご質問等があれ
ば、お願いいたします。 

長房委員：手をつなぐ育成会 長房と申します。いつも障害当事者、また私たち家族に温か
いたくさんのご支援賜り、ありがとうございます。相談支援部会とこども部会で取り上げら
れている早期療育支援体制について、感想を述べさせていただきます。 

私自身、子供が一歳半の時に障害の確定診断がされ、それと同時に自分自身も心身の不調を
感じながら支援を受けつつ、それでも子供のためにと思って泣きながら、本当に本当に這い
つくばりながらという感じで早期療育に入りました。その中で得たものというのは、苦しい
期間ではありましたが、私の回復のためにも大事な期間でした。私が安心したのが、子供が
できないわけ。今、同じ年代の子ができているのに、うちの子ができないわけを専門的な見
地から説明していただいたりすることによって納得して、安心して、今のその後の状態を受
け入れることができました。そういった納得できることだったり、あと、子供自身がちょっ
とずつですけども、本当に成長していくので、その姿を見て、親の私が安心・安定していき
ました。早期療育には障害児のためでもありますが、それを見守る親の安定に繋がることで
あると、すごく重要だと思っています。親の安定がやっぱり一番の療育というか、子供にと
っては大きなことだと思います。で、早期療育をすごく大事なことだなと思ってはいるので
すけれど、一つ胸がざわざわすることがあります。まず初めての子供が、障害児であった
時、親もパニックに陥り、受け入れ難い、苦しい、辛いという気持ちで一杯になるわけです
が、案外その暮らしに慣れていくと、次の子どもに対してハードルがぐんと低くなります。
で、特に発達障害なんかは兄弟親子で発達障害を持っているということもとても多いです
か。なので、次の子が生まれた時に、この子ももしかしたら障害があるかもしれないという
ような話はよく聞きます。そして上の子の主治医に下の子も見てくださいってお願いをし
て、診断も上の子の時よりも早く、しかも気楽な状態で診断を受け入れたりする状況があり
ます。そうなってくると、やはり親ですので、下の子にもやはり出来ることがあるなら、し
てもらいたいと思って、もしかしたら、もしかしたらですが、安易な、必要じゃない療育を
受けてることがあるのかもしれないなと感じる部分があるます。それは大人の安心のためな
のではないかなと。子供が少子化でどんどん減っているのに、障害児がどんどん増えてい
る。で、それを受け入れてくださるこのサービスがどんどん増えていくことっていうのは、
変なことかもしれないですけど、障害児が多くなるのを助長している部分もあるのではない
かと思っています。第１回の自立支援協議会、行政のまちづくり計画の進捗状況を協議した
際に、いろいろな福祉サービスの量がどんどんと増えていたのですけども、子供に関するサ
ービスの数もどんどん増えていってる目標でした。私の周りでは、昔だったら児童クラブに
子供を預けて働いていた親御さん方が、少し気になるなという子だったりすると、先生に診
断書を書いてもらって、放課後デイに入れるっていうのがとても多いです。それはなぜかと
いうと、まずは安い。児童クラブよりはるかに安い。あと、送迎がついています。児童クラ
ブだと、親御さんたちは児童クラブまで迎えに行かなきゃいけないのですが、放課後デイだ
と家まで送ってくれるので、それなら放課後デイの方がいいよねっていう声は絶対いっぱい
あります。私の周りでもそういう目的のために診断取る。楽をとる方は沢山いますので。な
ので、本当にサービスを増やしていただいて、優しいまち、住みやすいまち、静岡を目指し
ていただくのは、とてもありがたいことだとは思うんですが、そこがもしかしたら、親がし
なければいけないこと。親が子供と向き合う時間を、もしかしたらサービスが奪っているか
もしれない、ということがあるんじゃないかなと思っています。勇気ある撤廃じゃないんで
すけど、勇気あるサービスの減少というのが必要なのではないかと。現在は、既に先輩方が
頑張ってくださって、優しい福祉が浸透している今、その時代に子育てをしていますので、
何らかサービスを享受しながら大事なものを失っているような気がしています。長くなりま



したが、そこのところが気になって、親の立場、当事者から、お伝えしたいなと思いまし
た。 

鈴木会長：はい、ありがとうございました。なかなかちょっと難しい問題ですけど、皆さん
と話し合っていきながら、ちょうどいい塩梅を検討していけるといいですね。今流行りの言
葉で言うと、当事者ファーストという部分を忘れないようにしていただければと思います。
他にいかがでしょうか。 

田中委員：すごくいい話をありがとうございました。今の話を受けてなんですけども、その
現象が起きているのは、子供分野だけではなくて、障害者についても一緒だと思います。
様々な福祉サービスでお客さんが増えていて、ある意味、福祉サービスの選択肢が広がって
いる中ではあるんですが、それは福祉サービス、障害者とか、福祉サービスに向かわせてい
るのではないか、ということは感じております。実際、私、昨日ですね、本当に昨日のこと
なんですけども、全然福祉とは関係ない業界の自営業の方とお話をしました。その方は不動
産を行われている方ですが、今年Ｂ型事業所を立ち上げたという話で、ああ、この方も障害
者サービスに参入するんだなっていうふうに思ったんですけども。その方が、そういった事
業所を立ち上げるんだけども、今、自分のやることは、地域にはやはり人員不足で悩んでる
事業者がたくさんいるから、事業者にその障害者たちを結びつけることが自分の仕事だとい
う話をされた時に、すごいなと思ったんです。全然福祉とは関係ない人が、障害者の人たち
の力を感じている。あの人たちは力ある人たちなんでしょうって、すごくこう、偏りはある
かもしれないけど、でもすごく力がある人だと思うからと仰っていて。海外から来る人材を
活用しようという流れがあるけれど、それよりも、もっと手近にいるじゃないかと。で、そ
ういう人たちを事業者と結びつけばいいんだっていうふうなお話を聞いたときに、ああ、こ
れは地域づくりだよなと感じました。福祉でやらなきゃいけない部分っていうのも多くある
のかもしれませんが、私たちがやることって、福祉で抱え込むことじゃなくて、たくさんの
地域の人たちの力をもっと私たちの力にするというか、そういった取り組みの方に目を向け
るということも大事なんじゃないかなとを思ったので、ここで発言をさせていただきまし
た。ありがとうございます。 

鈴木会長：はい、ありがとうございました。それでは次の報告に移りたいと思います。就労
支援部会からの報告と、葵区の事務局会議からの報告をお願いいたします。 

 

（就労支援部会 中村部会長から報告） 

 

（葵区連絡調整会議 事務局 

 葵区障がい者相談支援センター済生会じょうとう 山下氏から報告） 

 

山下委員：ドリームビレッジ山下です。就労支援部会にも参加させていただいております。
就労選択支援は昨年の 10月からはじまりまして、以前から周知はされていたのですが、な
かなかこう、制度ですとか実態が直前になっても見えきらず、昨年の４月の段階でようやく
マニュアルが出てきて、そこから対応を検討を開始したということもあり、バタバタしてい
た印象があります。就労支援部会としても、移行支援事業所や就労Ａ・Ｂ型新事業所がおそ
らく運営をしていくのだろうという点もあり、かなり関心を持って関わっていました。就労
選択支援自体は、就労Ａ・Ｂ型の利用者さんが次の選択肢を持つためにアセスメントを取っ
たりだとか、とても意味のあることだと思っていますし、これが効果的に運用されていく
と、今までと違った障害福祉の形がでてくるのかなと期待しています。ただ、現状としては
静岡市内では６事業所が運営をしていて、就労移行支援事業所が３箇所、就労Ａ／Ｂ事業所
が３箇所となっています。私自身、各事業所に連絡を取りまして、今どんな状況ですかとい



うのを聞いたところ、実績としては６事業所あわせて 10件は超えていますが 20件はないく
らいの実績でして、サービスを提供する側も受ける側もまだまだ様子見の状態、周知が進ん
でいない状態だなと思っております。このような中で一番問題だなと捉えているのが、特別
支援学校の学生さんになります。今までは卒業後Ｂ型の利用を希望する学生さんについて
は、直Ｂアセスを学校の実習期間中にアセスメントを実施していましたが、この就労選択支
援事業の開始に伴い、選択支援事業を受けなければならないということになりました。学校
としては、夏休みの事業利用を推奨するとのことで、夏休みになるとおおよそ 50名ほどの
学生を一気に受けなければならないということになります。本来ですと、選択支援事業とい
うのは、サービスの間に使う時に、本人の選択肢を広げたりだとか、可能性を広げたりだと
かのためのものなのですが、今一番影響があるのが、学校の生徒で、しかし、学校の生徒さ
んについては先生方が３年間アセスメントを取って、進路について考えてきてくださってい
る。そのため、本来必要な方が受けられないということが起こらないかというのが、これか
ら先の心配な部分かなとは思っています。ただ当面としては、行政の担当者や関係する方た
ちとの協議をしてきましたし、２月末には選択事業所さんや相談事業所さん等、関係する方
たちと打合せをしながら静岡市として、本当に効果的な、かつ学生の方々にも利益になる運
営を考えたいと思っておりますが、自立支援協議会としても、周知とかそういったことを前
向きにやっていければと思っております。 

左高委員：ハローワークの左高です。就労支援部会にも参加させていただいています。就労
支援部会の重点課題で就労移行支援事業所の認知拡大というところで、ハローワークとして
も就労移行事業所さんとは本当に連携させていただいていて、ハローワークではなかなか手
の届かないきめ細かい対応をしていただいていますし、引き続き周知も協力させていただき
たいと思っているところです。一方で最近耳にするケースで、当事者ファーストと繋がる部
分ではあるのですが、就労移行さんを利用されていて企業に就職する方で、安定就労も大丈
夫ではないかという状態の方でも不安定就労を選択をされる方がいらっしゃいます。企業も
働いてほしいという意向がある場合で、本人の状態も悪くない方でも、そのような選択をさ
れる方がいらっしゃる。支援者としては今ある色々なサービスを付けてあげようというそう
いう話になっているのかもしれないなと感じるところです。支援者側の方でも色々な事情が
あると思いますが、そういった面がもしかしたら不安定就労をもたらしているかもしれない
という話を聞く機会があります。利用者さんも自身の意思での発言が難しい方ですと、支援
者に言われたからと言いつつも、ハローワークにもう少し働きたいと相談に来る方もおりま
す。そのあたりのバランスは中々難しいなと思うところですが、意識して就労移行さんと協
力していきたいと思っております。 

井鍋委員:就労移行支援の話に戻りますが、学校の方では高等部で、一年、二年、三年と実
習を行いまして、本人や保護者と面談もしながら、どういった方法で就労していくのが良い
のか、どういった形ならば安心できる形になるのかというところで検討し、移行支援会議を
開いて卒業後の進路をスムーズな移行に向けて情報共有しております。今後も切れ目がない
支援ができるようにご協力いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

鈴木会長：私からの提案なのですけど、前回出していただいたみたいに、支援者向けのガイ
ドだとか、保護者向けとか本人向けのリーフレットみたいなものを作っていってもいいのか
なという感じは受けました。例えば今の特別支援学校の生徒さんだったら、何年次のいつか
ら選択支援が始まるのかっていうスケジュール感もちょっと我々にはわからなかったりする
ので、それも分かりやすいものがあると理解が深むのかなと思いました。 

（駿河区 連絡調整会議 事務局 静岡市支援センターみらい 杉山氏から報告） 

 

（清水区 連絡調整会議 事務局 清水区障がい者相談支援センターわだつみ 澤井氏から
報告） 

 



鈴木会長：はい、ありがとうございました。今、二つご報告いただいた件について、ご意見
やご質問がありましたら、よろしくお願いします。 

澤井委員：今の報告の部分についての質問ではないのですが、前半の相談支援部会の報告に
ついて、資料３－２の部分の説明がなかったと思うのですが、参考資料としての扱いなので
しょうか。ご説明はありますでしょうか。 

鈴木会長：事務局からお願いします。 

事務局（障害福祉企画課）：はい。資料３－２は静岡市基幹相談支援センター事業計画で
す。今まで、基幹相談支援センター自体はあったのですが、事業計画ができていない経緯が
ありました。今年度基幹相談支援センターの数が増えたということもあり、共通認識を持つ
ものとして、作成をしたものです。作るにあたって基幹相談支援センターの方々からも意見
を寄せていただいて作成をしているのですが、内容とすればここに記載されている業務は、
全ての基幹相談支援センターが、全部の事業をやるというものではなく、各基幹相談支援セ
ンターが事業計画として、出してくれていたものを全体でまとめている内容です。取組例と
して挙げているものも基本的には、目安としてのもので、どういったものを、どれぐらいの
量を静岡市全体として取り組んでいくのか、ということを示したものであります。 

澤井委員：ありがとうございました。相談支援部会の報告書では、基幹相談支援センター事
業計画策定検討の取組ウエイトが 10になっています。基幹相談支援センターが増えたこと
はすごく大きなことだと思っています。来年度以降、基幹相談支援センターが機能していく
ために今三カ月毎に連絡会を行っています。そういった連絡会と協働して相談支援部会を行
っていくとなると、ウエイトをもう少し増やして行っていくと、静岡市の相談支援体制がよ
り動くのではないかと感じました。 

鈴木会長：はい、ありがとうございます。どのようなもののウエイトを増やしたいか、回数
なのかというご意見はありますか。 

澤井委員：すみません。何かを具体的に増やしたいというわけではなくて、先ほど説明して
くださった資料の一枚目の下に、相談支援部会で検討協議というものがありますし、実際に
行っており今後も重点的に行うものであればウエイトが高いと思っております。 

鈴木委員：はい、わかりました。では、事業の報告などのところが今後出てくるといいかな
と思います。よろしくお願いします。では、他にありますでしょうか。 

佐野委員：質問というよりは、意見になってしまうのですが、私が相談対応している方には
呼吸器をつけた方等、重症心身障害という方が多く、訪問入浴でないと入浴ができないとい
う方もいらっしゃいます。訪問入浴の自己負担額は、静岡市は長い期間 500円というなかで
やってきていただいていますが、昨今の人件費や物価高騰の影響を受け、事業者さんも厳し
く、行政としても負担が大きくなっているということを聞いています。お金についてはどこ
かで折り合いをつけていかなくてはいけない部分だと思いますが、その中で、やはりその訪
問入浴だけのカテゴリーだけでなくて、入浴ということを、全体的に考えていくのかという
視点になっていかないと、なかなか解決しない問題ではないのかと思っています。今は入浴
となると、通っている施設を利用するか、あとは自宅で家族かヘルパーさんがやる、もしく
は訪問入浴を使うというような、割とそのぐらいの、選択肢が限られています。今静岡市に
ある資源をこうかき集めて、どういう支援ができるかというところをもう一度、みんなで交
流して考えていく必要があるかなと、この件に関しては思っております。現に、今、計画相
談員が集まって、どうしていこうかというところの話し合いが始まりつつあります。ミクロ
からマクロの方まで繋げる支援という考え方をしていかないと難しいなと感じています。以
上です。 

鈴木会長：はい、ありがとうございます。地域の課題として検討していけるといいですね。
他にはいかがでしょうか。 



鈴木委員：NPO法人ひまわり事業団の鈴木と申します。当法人は身体・知的・精神障害の方
の自立支援を行っており、様々な事業をしております。見ての通り、私自身も身体障害、脳
性麻痺がある障害当事者です。少し前に戻ってしまうのですが、この場でお時間いただけた
らと思います。まず、地域生活・移行支援部会でのお話の中で、駿府第一病院の閉院のお話
がありました。定員は 60名だったと聞いており、ご利用されていた方がその後、転院され
たのかとか、そういうところを聞きたいと思っております。地域移行や支援の状況につい
て、事務局の方からご回答いただきたいです。 

事務局（精神保健福祉課）：実は昨年度から、閉院に向けた話が出ておりました。昨年の１
月に閉院に向けて進めていきますという報告を病院から受けております。その時点では令和
７年６月 30日の閉院を目指して進めていきたいとのお話でした。57名の入院患者様がいら
っしゃいまして、その 56名の方を今後どのようにしていくかということを、基本的には入
院しているご本人、病状にもよりますが、ご本人さんの意向の確認をして、さらにはご家族
の方にもご意向を確認していただきました。すべて主治医とワーカーさんが面会をして、今
後にどのような形が良いのかというところのご意向を確認しております。このあたりは、最
初からその転院ありきではなくて、今後を見据えた形で面接をしていくというところで、事
前に方向性を市と調整してから実施していただいておりました。結果としましては、転院さ
れた方 35名で、退院をされた方は 22名ということになっております。実際には、転院をさ
れた 35名の方のうち、身体疾患による転院された方が一名で、残り 34名の方は市内市外の
精神科病院の方に転院をされております。残りの退院された方、22名ですね。この方々の
内訳ですが、介護施設への退院の方が 10名、障害者施設への退院の方が５名。その他の施
設としまして、救護所等に退院された方は４名。自宅への方が３名ということになっており
ます。そのような形で、最終的には６月 30日の閉院を目標にしていたのですが、一ヶ月前
倒しで、５月末時点で閉院となりました。 

鈴木委員：はい。ありがとうございました。もう一点、よろしいでしょうか。このまま続け
させていただきます。地域生活支援センターの廃止について少しお伺いしたいです。次第の
方には載っていなので、大変恐縮ですが、皆さんご存じだと思いますので、昨年 11月に市
内 3つの地活センターが、今年度末で廃止ということで、発表がされました。突然の発表だ
ったものですから、利用者の皆さんは戸惑いを隠せない様子だということも、当事者団体と
しては聞いております。現在約 170名の登録者がいて、常時 50名ほどの利用があるという
ことを聞いておりますが、利用者の今後の支援について、スムーズに移行が進んでいるのか
ということも含めて教えていただきたいです。説明会は、先日も大きくやっていただいたと
お聞きしているのですが、地活センター職員の方についても近々なくなってしまうというこ
とで、今後について大きな不安を抱えていると聞いております。つい２日前にピアサポータ
ーのフォローアップ研修に参加したのですが、その際、グループワークの中でも、参加者の
方々から地活センターが無くなるということに対して不安を訴えておりましたので、その辺
りをお伺いできたらと思っております。地活センターは 20年以上も前から続いているもの
ですが、今年度の 11月に発表されて約半年で急に廃止ということになるのは、私も正直驚
いているというところが本音です。もともと精神障害の方の日中の活動の場として、重要な
第一歩として始まったと私も聞いている中で、この短期間でいきなり廃止してしまって大丈
夫なのか、利用者の方が不安になって、せっかくの地域移行ではなく、また入院等に戻って
しまうという懸念もあるのではないかと感じています。また、説明会の中で、就労Ｂ型事業
所への移行をという話もあったと耳に挟んだのですが、Ｂ型事業所というのは働くというこ
とに重きを置いています。地活センターを利用している方は、その方のペースで利用をする
というところです。Ｂ型に移行させるのが適切なのかというところも疑問に残ります。杉山
委員にもお話を伺えればと思いますがいかがでしょうか。 

杉山委員：まずは行政の担当の方から現状について、コメントいただいた方がいいのかなと
思います。お願いします。 

事務局（精神保健福祉課）：今ご質問いただいた地域活動支援センターについてですが、こ
れまで当センターには「居場所機能」と「相談支援機能」の双方を担っていただいてきまし
た。 



 居場所機能については約 20年の歴史がありますが、民間サービスの充実などにより、こ
の 10年間で利用者数が約３分の１まで減少している状況です。 
一方で、インターネットの普及や所得格差の拡大など、周囲を取り巻く環境も大きく変化し
てきました。こうした情勢の変化を踏まえ、市として検討を重ねた結果、現在の形での地域
活動支援センターについては、来年度分の予算計上を行わないという方針で整理し、現在、
その内容を議会へ諮っているところです。 
 その一方で、市としては来年度に向け、生きづらさを抱える方々を幅広く対象とした新た
な「居場所づくり」の検討を進めています。 
また、現在の利用者の皆様については、登録者の方々へ個別に連絡を取り、事業廃止の理由
を丁寧に説明するとともに、事業終了に伴う移行支援を一人ひとりに対して実施していると
ころです。  

杉山委員：はい。杉山です。私は地域活動支援センター、また相談支援事業の指定管理者の
管理をしておりますので、この件に関しては一番の当事者になります。 

先ほどから説明があるとおり、地域活動支援センターについては今年度、突然、決定事項と
して発表されて、年度末にはもう廃止を実行するというような形が取られたということで
す。静岡市障害者行政のまちづくり計画の 114ページの地域活動支援センターに関する計画
の部分では、令和６年度、７年度、８年度を通じて、実施の箇所数、実利用者数についても
横ばいの計画となっています。計画上は廃止するという内容は一切打ち出されてきていなか
ったです。さらに令和３年度から５年度の共生のまちづくり計画でも、令和元年度の実績を
もとに横ばい。設置箇所数も、事業者数も、横ばいという計画をずっと続けてきたわけで
す。それが突然、市の決定によって、廃止します、すぐに実行しますよというようなことが
打ち出されたということに、非常に強い疑念を払拭できないというのが私の正直な思いで
す。もちろん、利用者の減少であったり、社会情勢の変化ということで、方向性は十分理解
ができるのですが、こんなに早急に、判断を下すということが本当に正しかったのかという
のは、非常に疑問です。例えば利用者さんの声を丁寧に伺ったりとか、一緒に話し合ったり
とかする、また丁寧な説明をするなど、そういったことは必要ではなかったのか、あるいは
関係機関と十分に検討した上で、もう少し時間をかけて、実行していく。もしくは、段階的
に縮小していくとか、そういったことは考えられなかったのか。これらをせずに年度内に一
方的に廃止を決定するという結論は本当に望ましい選択だったのかというのは、未だもって
ちょっと僕の中では納得がいかないところです。もちろん、今いる利用者が、困らないよう
に繋いでいくということも、重要ではあるのですが、それ以上に地活センターには二つの役
割というのがあり、今は顕在化していない、これから支援に向かう必要がある利用者であっ
たりとか、なんとかこれから自立に向けて目指して行きたいというような精神障害者の方の
一番、ハードルを低く、広く受け入れられる受け皿だったと思います。実際利用されている
方への影響ということよりも、その受け皿がなくなるということの方が僕は影響が大きいと
考えております。こういったセンターがなくなり、支援体制の環境がなくなる、また、それ
に携わっていた専門職員が役割を失うという、そういったことが、当事者の方のみならず、
地域の支援者の体制であったりとか、地域連携や関係づくり、それから人材育成、そういっ
たところにも大きく影響を与えるのではないかと思っています。おそらくこの決定というの
は変わらないと思うのですが、参加されている委員の皆様、それから、聞いてくださってい
るオブザーバーの方々にも、来年度以降、精神保健を取り巻く支援体制、また地域の様子と
いうのを、注意深く見ていっていただきたいと思います。そこでこの廃止に伴い生じる困り
ごとや問題ということに関しては、市に対して声を上げていく必要があると思っています。
また、先ほど説明もありました新たな居場所について計画されていますが、廃止される地活
センターの本当に代わるものになりうるのか、そういったところも、十分関心を持っていき
たいなと思います。私の方からは以上です。 

鈴木会長：はい。ありがとうございます。他の皆様から何かご意見等ございますか。 

中村委員：今のお話については伺っておりましたし、別の立場としてお話をさせていただき
ます。20年あったものがなくなるということのインパクトっていうのは、どんなものだろ
うかということですが、ただ、個人的に言えば、他の居場所ができている中で、もしかした



らそれほど大きな反響もなく、他の居場所を見つけてとか、何も影響が無く進むのかもしれ
ないというふうにも思っていたぐらいの認識でした。他都市を見てみても、いろいろ福祉サ
ービスが増えてきた中で、地活センターの事業を縮小したり、形を変えていったり、やめる
ようなところもあったりっていう中で、いろんな形でこう、いわゆるピアサポーターってい
う方々の拠点としてキーにしてくるタイプ等、20年の中で、それなりの変化があった。そ
して、ここが一番問題だと思うのですが、今更の話ではあるのですが、やはり、この事業が
当初のまま形が変わらず続いてたことなのだと思います。20年間ずっと変わってこなかっ
た、変えてこなかったことの問題というのが、今この問題としてあると感じています。私は
そういうわけで、何も問題が起きず平和に過ぎるのかもしれないし、どうなのだろうと思っ
ていた身なのですけれど、今週の説明会で、相当な数の当事者の方と、支援機関の方たちが
お見えになっていました。それほどやっぱり関心が高いというか。ここに来てようやく当事
者からの声が上がったことがすごく重要なことじゃないかなと思っています。これから当事
者の声を汲んだ上で、どのように展開していくかということと、特に、身体障害のある方た
ちにとっては、居場所だとかサービスだとか、いろんなものは勝ち取ってきたという経緯が
あるっていうお話を聞いたことがある中で、今回、このような形で、当事者の方たちが語っ
てくれたっていうところが、重要かなと思います。予算であるとか、そういったものはいろ
いろあるのかと思うのですが、やはり何かしらの対話と、場所と、そういったところは確保
するようなことにしなければいけないと思います。今回、協議会の場でこのようにお話が上
がったということも、一つの事実として、大きく変わってくると思います。この問題に関し
ては、協議会としては地域生活・移行支援部会が関与してくることかなというふうに思って
おりますので、その点に関しましても、考えていかないといけないかなと思っております。
以上です。 

鈴木会長：はい。ありがとうございます。他にご意見ありますでしょうか。 

鈴木委員：ありがとうございました。先ほども言ったのですけれども、この自立支援協議
会、今年度から委員として出席させていただいおりますが、やはりここに出席した以上は発
言する責任というものがあります。私も決してこう人前で実現するのが得意ではないのです
けれども、やっぱり皆さんの声をしっかりこの場に上げるっていうことが、ここに出席して
いる意味だと思っていますので、今後も耳の痛いようなことを発言してしまうかもしれませ
んが、よろしくお願いします。あと最後に、私、専門部会は、権利擁護・虐待防止部会に属
していますので、そちらの話をちょっとさせていただきたいのですが。障害者権利条約とい
うのは、皆さんご存知かと思います。その中で有名なスローガンがあります。「私たちのこ
とを抜きに、私たちのことを決めないで。」というものをご存知でしょうか。今も、杉山さ
んから本当にご本人たちにちゃんとこう話を聞いたのか、耳を傾けていただいたのかという
ね、お話もあったのですが、やはり、どんな障害でもこのスローガンに尽きると私は思って
います。これからも、障害がある方々が、この静岡市で住みやすく、楽しく生きられるよう
にというところで、一緒に考えていただけたらと思っています。それをやってくださると、
私は信じていますので、今後ともご理解、ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいます。 

山下委員：話が少し遡ってしまうのですが、先程、左高委員の方からお話がありました不安
定就労を事業所の方から推奨されているのではないかという部分についてです。私自身、就
労移行事業所の管理者やっておりますので、本人や企業の意思に関して、そういった就労形
態が事業所の方で推奨されているのでしたら申し訳ないなと思います。しかし、可能性とし
ては、いろいろな制度の活用と言っていいのかわかりませんが、制度の利用に伴ってそうい
うことがあるのかもしれないというような危惧は感じることがあります。当事者ファースト
という言葉が先ほどから何回も出ていますけど、どうしてもこの言葉を聞くと、大阪の方の
就労支援Ａ型事業所のニュースを私は想起をしてしまいます。制度上は問題もないが、それ
をどう正しく運用するかというのが、こういった障害のサービス運営をする事業者にも求め
られている部分があると思っています。ただ、これは性善説による部分があり、新規事業所
の参入条件を見ていますと、圧倒的に営利法人が増えてきてはいます。地域の福祉の力を向
上させていく方法として、事業所が増えることは良いことではございますが、その中でどう
正しく運用していくのか、運用されているのかを事業所ですとか、行政として、協議会とし



ても、やはり確認をしながら高めていくべきというのが、これからも必要なものかなとは思
って聞いていました。 

鈴木会長：はい、ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。はい、お願いします。 

長房委員：先ほど山下委員の方からお話がありました件について、少しお話をさせてくださ
い。就労選択支援サービスはＢ型事業所を利用するために必ず使わなければいけないことに
なっています。ちょうど私の息子が今高校二年生で、初めてその選択就労を使う学年になり
ます。今、初めてのことで、事業所も６事業所しかないので、どこもかしこも良く分からな
い、親も事業所も不安だしというような状況の中で、学校はそれを夏休みにやってねってい
うふうに言ってくださってます。それは行政の方や福祉事業者の方にとっては、現実的では
ないとお感じになると思います。事業所数が限られており、受け入れられる人数にも限りが
あることから、問題はあろうかと思います。軌道にのるまでの数年間は非常に混乱するだろ
うとも思われますが、私は親の立場で、というか当事者の立場で、学校が、学校の時間を使
わないでね。福祉サービスなのだから、夏休みにやってねってと言ってくださったことにま
ず感謝をしております。というのは、社会に出る目前の高校二年生、三年生になるにあたっ
て、彼らにとっては、同じ年の子たちと過ごせる時間、仲間と過ごせる時間は、もしかした
らもうこれからなかなか作りにくいかもしれません。私たちは同窓会とか、また新たなコミ
ュニティを作ったりもしますが、子供たちにとったら貴重な時間です。また学校での成長っ
ていうのは、本当にその自分の仲間たちとだから、先生がいるからこそ、選べるかけがえの
ない時間だなと、終わりが見えてきて、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。そんなことも
あり、学校が夏休み実施することを推奨してくださってるのは、やはり何より、当事者ファ
ーストで子どもたちのことと子どもたちの成長を考えて言ってくださっていることだなと感
じています。ただ、行政の方だったり、事業者の事業者の方にとっては、難しい状況だと思
います。選択支援事業所が増えてくれば、解決する問題だとは思うのですが、本当にこの数
年は混乱をすることになるとは思います。学校の、そんな子どもたちに対する先生方の思
い、当事者ファーストっていうのを本当にありがたく思いながら、それでも、混乱はできる
だけ避けていきたいと思いますので、お力をお貸しできたらとお願い申し上げます。本当に
大変なことではありますが。当事者側もできることは、努力をいたしますので、何卒お力添
えいただけたらと思います。以上です。 

鈴木会長：はい、ありがとうございました。協議会という場ですので、共有をしていきたい
のですが、第一駿府病院の定員について先程話題が出ましたが、課題としてはあるのでしょ
うか。 

中村委員：地域生活移行支援部会の中村です。先程事務局からの回答で精神科の病院に、転
院された方が実数として、34名いらっしゃるとのことでしたが、長期入院であるというこ
とが問題だと思っております。長期入院が人権侵害であるっていうことは、もう言うまでも
ないことだとは思います。もちろん病状が理由でということですけど、やはり非常にグレー
の問題であると思っております。34名の方が、例えば統計上、どうしても転院先で入院ゼ
ロ日から開始されます。なので、そのことについては、やはり部会としても取り組んでいて
も、どこかモヤモヤするというそういった思いは正直あります。これは閉院がどうとかでは
なく、精神科病院として体調を悪くして総合病院に搬送されて戻ってこられると、また入院
ゼロからなるので、実は今回の閉院がどうではなく、ずっと精神科の病院が抱えている課題
ではあると思っています。表面上出てこない数字なので、把握していきたいというか。長期
入院されていた方の地域移行がどんなふうに進んでいるかっていうことについて、調査なの
か、今ちょっと思い浮かばないですけれども、検討していきたいなと思います。 

鈴木会長：はい、ありがとうございます。では、こちらについては、また新たな課題が出て
きた段階で、協議会の方で共有していただければと思います。それから、地域活動支援セン
ターについては、やはり居場所がなくなってしまうという課題として共有するところですか
ね。こちら私の方から提案ですけど、今子供の居場所づくりに学生さんと関わっているので
すが、高齢者と子供の居場所、実はたくさんあります。学校を卒業する子供達については、
日中の活動場所については進路として決まっていくので、今までそういった意味でそんなに



居場所の必要性ではこれまでなかったのかもしれません。しかし、協議会の取り組みとして
居場所づくりというプロジェクトを作っていただくなり検討する場があると良いのではない
でしょうか。もちろんそれが完全に地活センターの代わりになるわけではないですが、高齢
者の居場所とか、子供の居場所を参考にして例えば、週 1回とかで開催しているところが多
かったりしますので、一つの選択肢として、障害がある方の居場所として、取り組んでいっ
てもいいのかなと思います。あとは個人的な提案なのですが、社会福祉サービスに多様な主
体が参入するようになって、市場化が進んでいきました。もちろんメリットもあって、今日
出てきた話でしたり、選択肢が増えたりというのもあるのですけど、一方で、海千山千じゃ
ないですけど、いろんな事業者さんがいらっしゃって、サービスの質を担保していくという
のが一つ課題だと思います。また、効率とか利益を求めると、やはり儲かる事業ばかりがど
んどん増えていきます。今は規制が入りましたけど、就Ａもそうですし、GHなんかもどん
どん増えていく事業所形態はあります。一方で、高齢分野で言うと、今、中山間地域のヘル
パー事業所さんはどんどん撤退をしている。障害分野においても同じ問題があります。儲か
るからやる、儲からないからやめるっていう議論をしていってしまうと、重度の障害がある
人たちもですし、入浴の問題もそうですし、そういったところがやっぱりどんどん担ってく
れる人がいなくなってくるので、そこは少し行政の方で検討をしていただいて、担保する形
も出来ないかなとは思います。行政がやりましょうということではなく、例えば市独自の補
助金をつけるとかでもいいですし、なんらかの形で、必要なものについては、採算性が悪く
ても残していくっていう議論をしていただきたいなと思います。 

お時間がきましたのでね、最後に一言。今日、皆さんのお話を聞かせていただいて、部会や
各区で丁寧な課題検討していただいて、協議会の役割とか機能である地域課題の共有という
のはできていると考えています。こうした情報を共有して検討していくことで、地域の社会
資源の調整っていうのが必要だったりとか、あるいは地域資源の開発とか、それから重層的
支援につなげていくってものも出てくると思います。今後こういった課題があって、協議会
で共有をして、計画に反映していって、地域づくりをしていくということができていければ
いいと思います。で、これはお願いですが、事務局の方では今回出た地域課題を整理をして
おいていただくといいかなと思います。この場で話して、もう協議会としては忘れてしまう
とかありますしね。一方で、協議会もそうですし、皆さんの議会の中で検討していく中で、
共有だけになってしまったり、なかなか協議会だけでは解決に繋がらないという場合という
のもあると思います。協議会とか部会とか方向性を明確にするためにも、例えば事例検討の
方法であったりとか、それから、ファシリテーション技術に関する研修会を、実施をしてい
ただいたりというのもいいと思いますし、あるいは市町村のような協議会だけでは解決が難
しいという場合には、例えば、都道府県の協議会とか、県や国に意見を上げていくような仕
組みっていうのも作っていけるといいと考えています。それでは、本日予定しております内
容は以上で、終了となります。委員の皆さんにおかれましては円滑な進行へのご協力と、た
くさんのご意見、ありがとうございました。これで進行事務局にお返しいたします。 

司会：鈴木会長、ありがとうございました。また、委員の皆様におかれましては、長時間の
ご審議にありがとうございました。本日、皆様からいただいたご意見は、今後の静岡市の事
業に十分に反映させていきたいと考えております。最後に、来年度の静岡市障害者自立支援
協議会の日程についてご連絡させていただきます。来年度は計画策定に関わる協議のため、
全４回の協議会の開催を予定しております。第１回は７月 30日または７月 31日を予定して
おります。日程は決定しましたら、改めてご案内をさせていただきます。皆様、ご出席いた
だきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。それでは以上をもちまして、令和７年度
第２回静岡市障害者自立支援協議会を閉会します。本日はありがとうございました。 


